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T-231 - 高槻市 明田町

砒素

令和４年度の汚染井戸周辺地区調査の

結果、当該地区の代表地点として選定さ

れた。

高槻市 -

T-232 - 富田林市 別井

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

令和４年度の所有者による自主調査によ

り汚染が判明。

大阪府 -

T-153 4 岸和田市 八幡町

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

水量が少ない等から調査不能となったた

め、代替できると考えられる地点を選定

し、その地点で調査する。

岸和田市

・T-153-5

（春木宮川

町）

T-169 3 和泉市 池上町

砒素

水量が少ない等から調査不能となったた

め、代替できると考えられる地点を選定

し、その地点で調査する。

大阪府

・T-169-4

（泉大津市

曽根町）

T-125 2 高石市 高師浜 ▲硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

令和３年度の継続監視終了調査により、

調査終了の要件を満たしていることを確

認。

大阪府 -

T-185 - 岸和田市 稲葉町 ▲鉛

令和３年度の継続監視終了調査により、

調査終了の要件を満たしていることを確

認。

岸和田市 -

T-208 - 堺市 中区伏尾

▲クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー）、1,1-ジクロロエチレン、1,2-

ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン

井戸廃止により調査不能となったため、

代替できると考えられる地点を選定した

が、適当な代替地点がないため、調査を

終了する。

堺市 -

T-225 - 吹田市 岸部南

▲クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー）、1,1-ジクロロエチレン、1,2-

ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン

井戸廃止により調査不能となったため、

代替できると考えられる地点を選定した

が、適当な代替地点がないため、調査を

終了する。

吹田市 -

T-226 - 高槻市 登町

▲クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー）、1.2-ジクロロエタン、1,1-ジ

クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-

トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリ

クロロエチレン、テトラクロロエチレン

令和４年度の継続監視終了調査により、

調査終了の要件を満たしていることを確

認。

高槻市 -

T-76 - 吹田市 江坂町

▲砒素

令和４年度の継続監視調査の結果、当

該物質が基準値未満であれば終了す

る。

吹田市 -

T-120 - 河内長野市 小塩町

▲硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

令和４年度に継続監視終了調査を実施

中であり、調査終了の要件を満足すれば

終了する。

大阪府 -

T-123 1 寝屋川市 出雲町

▲ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリク

ロロエタン

寝屋川市 -

T-123 2 寝屋川市 出雲町

▲ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリク

ロロエタン

寝屋川市 -

T-211 - 泉佐野市 鶴原

▲硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

令和４年度に継続監視終了調査を実施

中であり、調査終了の要件を満足すれば

終了する。

大阪府 -

T-212 - 河内長野市 天見

▲ふっ素

自然由来による汚染であると判断される

ため、令和４年度の継続監視調査の結

果、終了の要件を満足すれば調査を終了

する。

大阪府 -

T-224 - 堺市 東区北野田

▲鉛

令和４年度に継続監視終了調査を実施

中であり、調査終了の要件を満足すれば

終了する。

堺市 -

T-77 - 枚方市 楠葉中之芝

▲砒素

４年おきに継続監視調査を実施する地点

であり、令和５年度は測定を実施しない。

枚方市 -

T-155 - 枚方市 東香里元町

▲総水銀

４年おきに継続監視調査を実施する地点

であり、令和５年度は測定を実施しない。

枚方市 -

T-157 - 池田市 古江町

▲砒素

３年おきに継続監視調査を実施する地点

であり、令和５年度は測定を実施しない。

大阪府 -

T-164 2 和泉市 三林町

▲ふっ素

３年おきに継続監視調査を実施する地点

であり、令和５年度は測定を実施しない。

大阪府 -

T-182 - 河内長野市 東片添町

▲砒素

３年おきに継続監視調査を実施する地点

であり、令和５年度は測定を実施しない。

大阪府 -
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2023（令和５）年度地下水の水質測定計画（案）について
　令和４年度までの地下水質測定結果や継続監視調査の終了要件等を踏まえて、以下のとおり、「2022年度地下水質測定計画」の測定地点や測定項目を変更し、「2023(令和５)年度地下水質測定計画」を作成することとする。
１．概況調査
地域をメッシュ等に分割し、毎年度、各測定機関が調査区域を選定して順次調査するローリング方式で行っており、令和４年度計画からは全地点を変更して１地点増加（理由は表１のとおり）する。　
○測定地点数：66地点
　　○測定項目：環境基準項目（28項目）、一般項目（気温、水温、外観、臭気、透視度、ｐH）
表１　概況調査（ローリング方式）における測定地点数の増加理由
	測定機関
	変更内容

	東大阪市
	16地点を３年間で一巡して調査（５地点→５地点→６地点）。
R５年度は６地点で調査し、前年度から１地点増。


２．継続監視調査
令和４年度の地下水質測定結果や令和３年度までの継続監視終了調査結果等を踏まえて、
　表２のとおり、測定項目別に測定する地区数や地点数を変更する。（変更の詳細は表３）
○測定地区数・地点数：92地区111地点（参考：R４年度計画(99地区119地点)）
※R４年度調査で終了要件を満たす可能性のある５地区５地点含む。

○測定項目：地下水汚染が判明している環境基準項目（例：ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等）、一般項目６項目
表２　継続監視調査における各項目の変更内容
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表３　継続監視調査における測定項目の変更地点一覧
資料２－５





※１（）内は内数であり、令和４年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地区数・地点数である。


※２ 数年に一度継続監視調査を行う地点で、当年度に測定しないものは、測定地点数としてカウントしない。


※３ アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を行う。
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